
令和７年度
印⻄市指定居宅介護⽀援事業者等
集団指導
令和８年度における変更点など

本⽇は、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
令和7年度印⻄市指定居宅介護⽀援事業者等集団指導を開催いたします。
本⽇は、令和８年度における変更点を主な内容として実施いたします。
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指導項⽬
管理者の資格について１
介護認定申請時の添付書類について２
例外給付に係る理由書の提出について３
居宅サービス計画作成費の算定について４
電⼦申請届出システムについて５
ケアプラン連携データシステムについて６
在宅福祉サービスについて７
ケアプラン点検について８
介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業について９
介護事業者係の設置について10
千葉県介護業務効率アップセンター11

項⽬としては次の11項⽬となります。
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１ 管理者の資格について

管理者は常勤専従の主任介護⽀援専⾨員
印⻄市指定居宅介護⽀援等の事業の⼈員及び運営に関する基準等を定める条例

（管理者）
第２９条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなけれ
ばならない。
２ 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則第140条の66第１号イ(３)に規定する主任介護
支援専門員でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを
得ない理由がある場合については、介護支援専門員を前項に規定する管理者とすることができる。
３ 第１項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次の各
号に掲げる場合は、この限りでない。
(１) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
(２) 管理者が他の事業所の業務に従事する場合（その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に
支障がない場合に限る。）

まず、１居宅介護⽀援事業所における管理者の資格についてです。
指定居宅介護⽀援等の事業の⼈員及び運営に関する基準等を定める条例第６条第
２項の規定により、居宅介護⽀援事業所の管理者は常勤専従の主任介護⽀援専⾨
員でなければならないとされています。
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１ 管理者の資格について

令和８年度は経過措置の最終年度

印⻄市指定居宅介護⽀援等の事業の⼈員及び運営に関する基準等を定める条例
附則

（管理者に係る経過措置）
２ 令和９年３月31日までの間は、第６条第２項の規定にかかわらず、介護支援専門員を第６条第
１項に規定する管理者とすることができる。

この規定には、経過措置が設けられてますが、令和９年３⽉３１⽇までとされて
いることから、令和８年度が経過措置の最終年度となりますので、必要な研修等
の受講をお願いいたします。
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１ 管理者の資格について

やむを得ない理由

本⼈の死亡、⻑期療養など健康上の問題の発⽣、急な退職や転居等不測の事態
により、主任介護⽀援専⾨員を管理者とできなくなってしまった場合であって、
主任介護⽀援専⾨員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のた
めの計画書を保険者に届け出た場合。なお、この場合、管理者を主任介護⽀援
専⾨員とする要件の適⽤を１年間猶予するとともに、当該地域に他に居宅介護
⽀援事業所がない場合など、利⽤者保護の観点から特に必要と認められる場合
には、保険者の判断により、この猶予期間を延⻑することができることとする。

なお、例外として介護⽀援専⾨員が管理者となる場合がありますが、やむを得な
い理由がある場合とされており。
やむを得ない理由とは、国の解釈通知において、本⼈の死亡や⻑期療養、退職、
転居などが列挙されており、安易に適⽤可能な規定ではないことが分かります。
今年度の実地指導において、主任介護⽀援専⾨員資格の有効期間が失効している
例がありました。
故意や重過失がない限り、すぐさま効⼒停⽌などにつながるものではありません
が、資格管理については、事業所や法⼈において適正に管理いただきますようお
願いいたします。
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２ 介護認定申請時の添付書類について

第２号被保険者の申請に係る医療保険情報

介護保険法施⾏規則
（要介護認定の申請等）

第３５条 （略）
２ 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療
保険被保険者証等を提示して行うものとする。ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加
入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
３～６ （略）

２ 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、市町村は、当該第二号被保険者が
医療保険加入者であることを確認するものとする。

続きまして、介護認定申請時の添付書類についてです。
医療保険被保険者証の廃⽌に伴い、介護保険法施⾏規則の⼀部が改正されており、
医療保険情報については市町村が確認することと記載されているのみとなってい
ます。
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２ 介護認定申請時の添付書類について

第２号被保険者の申請に係る医療保険情報

●原則 マイナンバーを用いた情報連携により医療情報の確認を行う

★ 情報連携には、本人確認が必須

●第２号被保険者の申請代行時は、本人確認書類の写しを添付
写真付きなら１つ
・マイナンバーカード
・運転免許証
写真なしなら２つ
・介護保険被保険者証
・介護保険負担割合証
・公的機関から発行された書類で、氏名及び生年月日又は氏名及び住所がプレプリントされたもの

医療情報に関する市町村における確認については、原則としてマイナンバーを⽤
いた情報連携により⾏うこととなっています。
マイナンバーを⽤いた情報連携を⾏う場合は、マイナンバーカード等により本⼈
確認及び個⼈番号の確認を⾏う必要があります。
マイナンバーカードを保有していない場合などは、本⼈確認を⾏うことにより市
においてマイナンバーを照会の上、情報連携による医療情報の確認を⾏うことが
可能です。
このため、第２号被保険者の申請代⾏を⾏う場合は、必ず本⼈確認書類を添付い
ただくようお願いいたします。
本⼈確認書類については、写真付きのものなら１点、写真無しのものなら２点で
⾏っていますので、よろしくお願いします。
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３ 例外給付に係る理由書の提出について

●留意事項の表を⽤いて判断可能な場合は
理由書の提出は不要
●確認に⽤いた⽂書等はサービス記録と併
せて保存

福祉⽤具貸与 認定調査の結果から必要と判断できる場合は不要

その他の場合は、これまでどおり理由書
の提出により確認を⾏います。

続きまして、３例外給付に係る理由書の提出についてです。
軽度者への福祉⽤具の貸与に当たっては、「指定居宅サービスに要する費⽤の額
の算定に関する基準及び指定居宅介護⽀援に要する費⽤の額の算定に関する基準
の制定に伴う実施上の留意事項について」に基づき、市の運⽤として全ての場合
において理由書の提出を求めていますが、令和８年度からは認定調査の基本調査
により必要性があると判断可能な場合は、当該理由書の提出を不要とします。
具体的には、留意事項の表に、該当する基本調査結果の内容が記載されている場
合となります。
この場合、確認に用いた文書等はサービス記録と併せて保存しなければならない
とされていることから、適切に処理いただきますようお願いいたします。
実地指導やケアプラン点検において確認させていただく場合があります。
その他の場合は、引き続き理由書の提出により確認を⾏います。
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３ 例外給付に係る理由書の提出について

福祉⽤具貸与 介護認定申請中の被保険者は認定後

【必ず実施】
●貸与の必要性判断 主治医への意⾒聴取やサービス担当者会議等の実施
【認定後】
●軽度者に該当する場合
① 基本調査結果により判断可能

⇒ 理由書の提出は不要。確認に⽤いた⽂書等はサービス記録と併せて保存
② 基本調査結果による判断不可能

⇒ 貸与の必要性判断に⽤いた情報を記載した理由書を提出

介護認定申請中に、暫定プランに基づき貸与する場合の理由書の提出時期は、認
定結果をもって提出の判断を⾏う必要があるため、認定後とします。
申請中は、基本調査の結果をもって判断することができないため、主治医への意
⾒聴取やサービス担当者会議等により、貸与の必要性判断を必ず⾏ってください。
認定後、軽度者に該当する場合であって、基本調査結果により判断可能なときは
理由書の提出は不要です。
基本調査結果により判断ができないときは、貸与の必要性判断に⽤いた情報等を
記載した理由書を提出してください。
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【理由の記載内容】
●サービス担当者会議の要点に記載されている場合
「別紙参照」として可

●サービス担当者会議の要点の記載事項
① 聴取した主治医の⽒名・医療機関名
② 医師の所⾒の内容
③ 福祉⽤具専⾨相談員等の⽒名・所属機関
④ 福祉⽤具専⾨相談員等の意⾒の内容

３ 例外給付に係る理由書の提出について

福祉⽤具貸与 標準化による様式変更

理由書裏⾯の記載について、サービス担当者会議の要点に記載があるものに関し
ては「別紙参照」と記載し、サービス担当者会議の要点を添付いただいても構い
ません。
この場合、サービス担当者会議の要点に必要事項が記載されている必要があるた
め、所⾒を聴取した主治医の⽒名、病院名、所⾒内容、福祉⽤具専⾨相談員等の
助⾔をした⽅の⽒名、所属等、助⾔内容を要点内に記載してください。
また、軽度者への福祉⽤具貸与に係る様式について、令和７年度から国の⽰す標
準様式に変更を⾏っておりますので、提出の際は御注意ください。
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４ 居宅サービス計画作成費の算定について

⾃⼰点検シートを活⽤して、各種加算につい
ての⾃⼰点検を⾏ってください

要件を満たした加算は、もれなく取得し、事
業の質の向上と事業所の維持に努めてくださ
い

加算の要件確認 ⾃⼰点検シート

続きまして、４居宅サービス計画作成費の算定についてです。
居宅介護⽀援事業所の実地指導については、指定の更新時期の前に定期的に⾏わ
せていただくこととしています。
昨年度に引き続き、今年度の実地指導における報酬請求指導に当たり、指導する
部分がありましたので、みなさんにお伝えします。

居宅サービス計画作成費の算定に当たって、各種加算項⽬がありますが、それぞ
れに算定要件が定められています。
実地指導にうかがった際、算定要件を満たしているか否か、確認に時間を要する
ケースがありましたので、適切な報酬請求の根拠となる事項について、ケアプラ
ン等に記載するよう、お願いします。
実地指導に実施した事業所においては、御存じと思いますが、事前の提出書類と
して、⾃⼰点検シートを配布しております。
加算に関する要件確認に有効かと思いますので、毎⽉の請求に当たり、活⽤いた
だきますようお願いいたします。
加算について「⾯倒だから取らなかった」といったような声を聞くこともありま
すが、加算するに値するみなさんの仕事としての評価を否定することにもなるこ
とから、要件を満たした加算はもれなく取得し、事業の質の向上と、事業所の維
持に努めていただきますようお願いします。
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４ 居宅サービス計画作成費の算定について

● 過誤申⽴書の提出時期
国保連合会における審査の決定後
決定を受けたものでないと市に実績がないため、申し⽴ての処理が⾏えません

● 適正化事業により照会のあった実績
① 照会に対しては必ず回答すること
② 適正化事業に基づく過誤として処理するため、過誤申⽴書の提出は不要
③ 期限までに回答しなかった場合は、市の指⽰に基づき提出

過誤申⽴書の提出について

続きまして、介護申⽴書の提出時期について御説明します。
まず、１点⽬として、国保連の審査において適当と認められたものでない限り、
市に実績情報がないため、過誤申⽴が⾏えません。
このため、過誤申⽴書は国保連における審査の決定を受けてから提出してくださ
い。
２点⽬として、適正化事業により国保連から照会のあった実績についてです。
まず、国保連から疑義のある実績として照会があったものに対しては必ず回答し
てください。
この回答に基づき、過誤実績であると判断された場合は、国保連からの通知に基
づき、適正化による過誤として申⽴を⾏うため、事業所からの過誤申⽴は不要で
す。
なお、国保連に対して期限までに回答を⾏わなかった場合、市に未確認情報とし
て通知があります。
この場合は、市から事業所に御連絡させていただいた上で、内容により過誤申⽴
の提出指⽰等を⾏います。
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４ 居宅サービス計画作成費の算定について

処遇改善加算

１ 適⽤期間 令和８年６⽉から
２ 単位数 １⽉当たりの総単位数の2.1％
３ 要 件 （１）及び（２）の要件を満たしていること
（１） 介護職員その他の職員について加算分の賃⾦改善を実施していること
（２） 次のいずれかの要件を満たしていること

① ⽣産性向上や協働化に係る取組の実施（令和８年度特例要件）ア、イのいずれか
ア ケアプランデータ連携システムを利⽤していること
イ 社会福祉連携推進法⼈に所属していること

② 処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件

続きまして、御存じの⽅も多いかと思いますが、令和８年６⽉から居宅介護⽀援
が処遇改善加算の対象サービスとなります。
処遇改善加算の単位数は、１⽉当たりの総単位数に2.1％を乗じた単位数となり
ます。
なお、取得にはいくつかの要件を満たす必要がありますが、令和８年度について
は誓約書の提出をもって取得可能なものとなっています。
年度中には要件を満たす必要がありますが、介護職員の待遇向上のための加算で
あるため、積極的に取得いただくよう御検討ください。
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４ 居宅サービス計画作成費の算定について

処遇改善加算

提出書類と提出期限（原則）
①介護給付費算定に係る体制等状況⼀覧表等（加算を取得する⽉の前⽉の１５⽇まで）
②介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書（加算を取得する⽉の前々⽉の末⽇）

※令和８年６⽉から加算を取得する場合（特例）
①令和８年５⽉１５⽇
②令和８年６⽉１５⽇

詳しくは、整い次第通知します

処遇改善加算の取得に必要な提出書類と提出期限についてですが、１点⽬は介護
給付費算定に係る体制等状況⼀覧表で、加算を取得する⽉の前⽉の１５⽇まで、
２点⽬が処遇改善加算処遇改善計画書で、加算を取得する⽉の前々⽉の末⽇と
なっています。
令和８年度は特例的な取り扱いとなる予定で、令和８年６⽉の当初から加算を取
得する場合は、介護給付費算定に係る体制等状況⼀覧表については令和８年５⽉
１５⽇まで、処遇改善計画書については原則と異なり、令和８年６⽉１５⽇とな
る⾒込みです。
詳しくは整い次第通知しますので、６⽉からの加算取得を考えている事業所にお
いては、準備をお願いいたします。
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４ 居宅サービス計画作成費の算定について

処遇改善加算

詳しくは、以下を参照
介護保険最新情報
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並び
に事務処理⼿順及び様式例の提⽰について（令和８
年度）（案）
https://www.mhlw.go.jp/content/001666256.pdf

処遇改善加算の詳細については、介護保険最新情報に掲載されていますので、御
参照ください。
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４ 居宅サービス計画作成費の算定について

処遇改善補助⾦

加算とは別に処遇改善に係る補助⾦についても、居宅介護⽀援が対象に追加され
ます。
申請先は、千葉県となり、詳細は別途通知があるとのことですので、分かり次第
通知します。
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５ 電⼦申請届出システムについて

事業者の指定等の⼿続きは電⼦申請届出システムで

介護保険法施⾏規則
（申請等の⼿続における電⼦情報処理組織の使⽤）
第165条の7 次に掲げる申請、申出⼜は届出は、厚⽣労働省の使⽤に係る電⼦計算機と申
請等を⾏おうとする者の使⽤に係る電⼦計算機とを電気通信回線で接続した電⼦情報処理
組織を使⽤する⽅法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚⽣労働省の
使⽤に係る電⼦計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの（やむを得ない
事情により当該⽅法による届出を⾏うことができない場合にあっては、電⼦メールの利⽤
その他の適切な⽅法とする。）により提出しなければならない。

続きまして、５電⼦申請届出システムについてです。
事業者の指定等に係る⼿続きについては、介護保険法施⾏規則の規定により、原
則として電⼦申請届出システムにより⾏うこととされています。
市でも令和８年４⽉から、当該システムによる⼿続きが可能となりますので、更
新の申請や変更の届出、各種加算関係についても当該システムにより⾏うことと
なります。
システムの利⽤には、後程、御説明するアカウント登録が必要となりますので、
速やかに準備を⾏ってください。
システムにより⼿続き等が⾏えない、やむを得ない事情がある場合には、御相談
ください。
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５ 電⼦申請届出システムについて

事業者の指定等の⼿続きは電⼦申請届出システムで
•ＧビズＩＤを使い、電⼦申請により、指定・変更・加算等の申請、届出をＷＥＢフォーム上で
⾏うことになります。

• 以下のGビズIDホームページのトップ画⾯から、「GビズIDプライム」のアカウントを作成し
てください。

デジタル庁「ＧビズＩＤ」サイト
アカウント作成 → ＧビズＩＤ | Home (gbiz-id.go.jp) （https://gbiz-id.go.jp/top/）

ご意⾒・お問合せ → https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html
電話 0570-023-797

GビズIDメンバーの利⽤できるサービスには、「介護サービス情報公表システ
ム」、「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」があります。
GビズIDには、アカウントの種類がいくつかありますので、「GビズIDプライ
ム」を法⼈の代表がアカウントを作成してください。アカウントの中でも、「G
ビズIDエントリー」については、
御利⽤頂けないシステムがありますので御注意ください。
また、登録しましたら、電⼦申請や補助⾦でもよく利⽤するものなのでＩＤ等の
管理⽅法につきましてもお願いします。
最新情報については、デジタル庁「ＧビズＩＤ」サイトを御覧ください。
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６ ケアプランデータ連携システムについて

ケアプランデータ連携システムの積極的な導⼊・利⽤

・フリーパスキャンペーンの期間を延⻑
・電⼦証明書の再交付⼿順の簡略化
ケアプランデータ連携システムご利⽤時に必要な「電⼦請求受付システム」のID確認・

PW再発⾏⼿続きを、電⼦請求受付システム上で⾏うことができるようになりました。

・「ケアプランデータ連携システムヘルプデスク」サイト、各種コンテンツ
https://www.careplan-renkei-support.jp/index.html
ヘルプデスクへのお問い合わせ TEL︓ 0120－584－708

続きまして、６ケアプラン連携データシステムについてです。
居宅介護⽀援事業所と居宅サービス事業所とのケアプランのやりとりを、オンラ
インで完結する仕組みです。
昨年から実施している、ライセンス料が無料となるフリーパスキャンペーンです
が、期間延⻑となりますので、この期間にぜひ導⼊をお願いします。
ケアプランデータ連携システムご利⽤時に必要な「電⼦請求受付システム」の
ID確認・PWについて、再発⾏⼿順が郵送からシステム上で⾏えるよう変更にな
りました。
「ケアプランデータ連携システムヘルプデスク」サイトの「導⼊の流れ」、「各
種コンテンツ」をご覧いただき積極的な利⽤をお願いいたします。
詳しくは後半に御説明しますが、令和８年度から⾼齢者福祉課に新たに介護事業
者係を新設し、導⼊研修等を開催し、みなさまの⽀援に関することなども⾏って
まいります。⽇程等が決まりましたら御案内します。
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７ 在宅福祉サービスの電⼦申請について

● 開始時期 令和８年４⽉１⽇から
● 対象サービスと⼿続き
・紙おむつ給付サービス事業（新規申請及び廃⽌）
・配⾷サービス事業（廃⽌）
・外出⽀援サービス事業（廃⽌）
・福祉タクシー事業（廃⽌）

⼀部の⼿続きが電⼦申請で⾏えます

続きまして、７在宅福祉サービスの電⼦申請についてです。
令和８年４⽉１⽇から在宅福祉サービスの⼀部について電⼦申請による受付を開
始します。
対象になる⼿続きは、
・紙おむつ給付サービス事業の新規申請及び喪失の届出
・配⾷サービス事業の廃⽌の届出
・外出⽀援サービス事業の廃⽌の届出
・福祉タクシー事業の廃⽌の届出
となります。
ぜひ、御活⽤ください。
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８ ケアプラン点検
スケジュール

対象⽉が近づいたら⽂書で通知します。

続きまして、８ケアプラン点検のスケジュールについてです。
令和8年度のケアプラン点検のスケジュールは、資料のとおりです。対象月が

近づきましたら、文書でお知らせいたしますので、御協力のほどよろしくお願い
いたします。
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改
正
点

９ 介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業について

続きまして、９介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業についてです。
令和６年８⽉に、地域⽀援事業実施要綱が改正されました。
国は、２０２５年以降、現役世代が減少し医療・介護専⾨職の確保が困難となる
⼀⽅で、８５歳以上⾼齢者は増加していくという現状に対し、総合事業の充実を
⽰しています。
①地域のつながりの中で、地域住⺠の主体的な活動や地域の多様な主体の参⼊を
促進し、医療・介護の専⾨職がそこに関わり合う
②⾼齢者⾃⾝が適切に活動を選択できるようにする
③⾼齢者が元気なうちから地域会社や医療・介護専⾨職とつながり、そのつなが
りのもとで社会活動を続ける
④介護が必要となっても必要な⽀援を受けながら、住⺠⼀⼈ひとりが⾃分らしく
暮らし続けられる「地域共⽣社会」の実現を⽬指していく
とされています。

図の「改正点」として⾚く囲っている部分のことであり、市町村は、フレイル状
態から要⽀援の⽅が、多くの選択肢の中で適切な選択ができるよう⽀援し、これ
までの⽣活に戻れたり、要介護状態となっても地域とつながったまま⽣活できる
ようにするという、地域の⼈や社会資源とつながれる「地域共⽣社会」を築いて
いこうということになりました。
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９ 介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業について

改
正
点

また、従前相当サービスの対象者について、進⾏性疾患や病態が安定しない者等
と明記されました。
そのため、相当サービス以外の⽅の⽀援として、右側の「多様なサービス・活
動」を充実させて、地域住⺠を含む、地域の多様な主体により開発されるサービ
スや活動を選択できるよう⽀援していくこととされています。
この改正を受けて、印⻄市では総合事業の全体図を次のように変えていきます。

23



９ 介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業について
⾼齢者の増加・担い⼿の不⾜・総合事業は⾃⽴⽀援のためのもの

事業対象者、要⽀援認定者は⾃⽴の状態に戻せる⼈である
介護の専⾨職は、重度者の⽀援に充てたい

◎軽度者（事業対象者、要⽀援認定者）は、原則として、
多様な主体によるサービスを利⽤

◎従前相当サービスは認知症・癌末期・難病などの⼈のみ利⽤可
◎要⽀援認定者は原則として、通所型サービスＣを利⽤
◎ケアプランについては検討中
◎開始時期は未定
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９ 介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業について

◆事業対象者、要⽀援認定者のサービス利⽤の現状把握と分析
◆相談受付のフロー作成
◆通所型サービスＣの受け⼊れ体制の確⽴
◆多様な主体のサービスの発掘、把握、情報集約
◆介護保険外のサービスの検討、創設
◆印⻄市の総合事業のあり⽅に対する規範的統合の推進

前述のことを実施する準備として以下のことを⾏っていきます。
◆事業対象者、要⽀援 認定者のサービス利⽤の現状把握と分析

どんなサービスを何⼈が利⽤しているか、給付費がいくらかかっているか、
認定のみの⼈、福祉⽤具のみの⼈
◆相談受付のフロー作成

介護申請を勧めるのか多様なサービスを進めるのか誰が対応しても同じ対応、
◆通所型サービスＣの受け⼊れ体制の確⽴

現状サービスの在り⽅の⾒直し、体制の検討、受け⼊れ数の増加
◆多様な主体のサービスの発掘、把握、創設

地域にある⽀援、サークル、ボランティア、通いの場、ゆうゆうサービス・
ワンコインの拡充

把握と利⽤しやすいように情報集約
◆介護保険外のサービスの検討、創設

介護認定に紐づいている福祉サービスの⾒直し、福祉⽤具のみへの対応
◆印⻄市の総合事業のあり⽅に対する規範的統合の推進

軽度者は戻れる・戻す、市の組織、介護サービス関係者、住⺠の理解
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９ 介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業について

◆多様な主体によるサービスの利⽤

◎各地域包括⽀援センターに配置の
「⽣活⽀援コーディネーター」の活⽤

・多様な主体によるサービスの問合せ先
・把握している社会資源の情報提供が可能
・未把握の資源についても、探します
・必要時は⼀緒に訪問し、本⼈に社会資源の提⽰も可能
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10 介護事業者係の設置について

⾼齢者福祉課に介護事業者係を新設

介護事業者係の所掌事務
１ 介護サービス事業者の指定等に関すること。
２ 介護サービス事業者への指導、⽀援等に関すること。
３ 社会福祉法⼈（課の所掌に係るものに限る。）の設⽴等認可に関すること。
４ 社会福祉法⼈の指導監査等に関すること。
５ 介護保険施設等の整備に関すること。

続きまして、10介護事業者係の設置についてです。
令和８年４⽉から⾼齢者福祉課に介護事業者係を新設し、これまで⾼齢者福祉課
の各係に分散していた事業者の指定に関すること、指導監査に関すること、事業
者の⽀援に関することなどを⼀括して⾏います。
これにより、より効率的な事務処理やみなさんに対しての⽀援などが円滑に⾏え
るようになるものと考えています。
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11 千葉県介護業務効率アップセンター

業務改善、介護テクノロジーの導⼊⽀援、各種加算取得、業務改善研修、伴⾛⽀援
など幅広い相談が可能
【相談事例】
・業務改善を取り組みたいが、何から始めれば…

・ICT機器を導⼊したい、使ってみたい
・補助⾦はどんな申請があるのか…

●問い合わせ・相談
043-216-2011

https://chiba-kaigocenter.com/

千葉県介護業務効率アップセンターとは

最後に、11千葉県介護業務効率アップセンターについてです。
千葉県介護業務効率アップセンターとは、千葉県が設置する介護⽣産性のための
相談窓⼝です。
業務改善、介護テクノロジーの導⼊⽀援、各種加算取得、業務改善研修、伴⾛⽀
援など幅広い相談が可能です。
相談事例として
業務改善を取り組みたいが、何から始めれば…
ICT機器を導⼊したい、使ってみたい
補助⾦はどんな申請があるのか…などの相談が⾏えますので、お困りの際はぜひ
御活⽤ください。
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